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 「自治体と健保組合との共同事業に関する健康推進アンケート調査」にご回答いただき、ありがとう

ございました。実施にあたり、東京大学データヘルス研究ユニットは準備の段階からアドバイザーとして

本事業に参加してきました。健康保険組合から自治体への調査は初めてであり、簡便な調査を心が

けましたが、これまで連携がされていない自治体からは十分な数の回答は得られないものと考えていま

した。しかし、結果として依頼した自治体のうち82%から回答をいただき、職域との連携や接続に問

題意識と高い関心があることがわかりました。ここでは調査の結果について、2点コメントいたします。 

 

 第一にシニア層の健康づくり、生活習慣についてです。シニア層の健康課題としては、特定健康診

査を受診する習慣がない、特定保健指導に参加したがらない、生活習慣病が重症化しているといっ

たことが多く挙げられており（図表1-2）、またシニア層に対する健康づくり活動としては、生活習慣病

予防に加え、要介護状態への移行を防ぐための介護予防や体力維持が重視されている様子がうか

がわれました（図表2-3）。自治体で開催されているセミナーや利用可能な施設も、これらに沿って

いるようです（図表2-5、図表2‐6）。特定健診を受けることは個人にとって疾病の早期発見、気づ

き、生活習慣の改善への動機付けにつながります。また、自治体は結果を見ることで、住民の健康状

態を知ることができます。したがって、特定健診の受診が健康施策の起点であると言えるでしょう。ただ

し、前期高齢者を中心としたシニア層の様態の変化なども施策に盛り込む必要があると思います。平

均余命の伸長に伴い、シニア層が地域で生活する期間がますます長くなること、シニア層の体力水準

の向上などを踏まえると、シニア層も現役世代と同様に生活習慣の改善に取り組むべきであり、これは

生活の質の改善にもつながります。調査結果を見ると、具体的には歯科、こころ、喫煙、飲酒、睡眠

などには、まだ取り組む余地があるようです（図表2-5）。その一方で、本調査でも一定数の自治体

から生活習慣、健康意識が課題だという回答をいただいたとおり（図表1-2）、長年にわたり形成さ

れた生活習慣を高齢期で変えるのは簡単ではありません。現役のうちからの生活習慣改善への意識

づけ、そのための環境づくりが必要で、健保組合にも健康教育の実施が期待されています（図表3-

11）。特定健診・特定保健指導が健保組合でも保健事業の柱ではありますが、より効果的な健康

教育を展開するように促したいと思います。 
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 第二に自治体と健保ですぐにできる連携についてです。協会けんぽとの共同の取り組みの経験があ

る自治体は4割程度ありましたが、健保組合との連携の経験があるのは14自治体のみでした（図表

3-10）。今回は5健保の被扶養者が居住する自治体にアンケートをお願いしましたが、それでも対

象の自治体は282もありました。自治体と健保の関係が多対多であることから、連携を進めるにして

も、できることや費用対効果を含めて考えなければならないでしょう。はじめの一歩として、健保の被扶

養者にがん検診などの自治体サービスの周知を図ることに加え、国保に移行する被保険者に対して

一般的な制度や仕組みを伝えること、可能な場合に健保組合の被保険者に居住地の自治体の情

報を提供するのが現実的だと思います。今回のアンケートで、多くの自治体で機会があれば健保組合

と共同の取り組みをしたいと考えていることが分かりました（図表3-８、図表３-10）。国としても、国

民の健康増進のためには、国保（地域）と健保組合（職域）の連携、共同の取り組みがとても重

要であるとの認識にあります。ぜひ今回の事業をきっかけに、自治体の皆様と健保組合との“共同事

業先進モデル”を作り上げていっていただければと思っています。 

 

 今回の調査はわれわれにとっても、また施策・政策として見ても想像以上に有意義なものでした。 

厚生労働省の単年の補助事業として実施いたしましたが、次年度以降も継続的な取り組みを希望

しているとのことですので、引き続き良いアイデアをお寄せいただき、意見交換、連携へと進めたいと考え

ております。 
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                【お問い合わせ先】 
                               東京都中央区日本橋茅場町1－4－10 

                               花王健康保険組合（担当 柳内・高橋) 
                                  kenpokumiai@kao.com 
                                  03－3660-7681                  

  

御礼 

  改めましてアンケート調査にご協力いただいた自治体様に深く感謝申し上げます。 

 今後とも、健康保険組合と連携した健康づくり事業等について、ご協力をお願いいたします。 

 

                                   
                               シニア層の健康促進に取組むコンソーシアム 
                                   ～健保組合から自治体へつなぐ～                                                                 
                              【コンソーシアム事業者】                      
                              花王健康保険組合   代表    柳内 佳子・高橋 もも香  

                                 ADEKA健康保険組合      中澤 一芳 

                                 資生堂健康保険組合        岡   良廣 

                                 日油健康保険組合        征矢  雄二 

                                 ライオン健康保険組合          酒井 俊祐                               


